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税
源
移
譲
に
よ
る
税
率
の
改
正

　

地
方
公
共
団
体
が
自
主
的
に
財
源
の
確
保

を
行
い
、
住
民
に
と
っ
て
真
に
必
要
な
サ
ー

ビ
ス
を
自
ら
の
責
任
で
よ
り
効
率
的
に
行
え

る
よ
う
国
税
か
ら
地
方
税
へ
、
税
そ
の
も
の

の
形
で
３
兆
円
の
税
源
移
譲
を
行
う
こ
と
に

よ
り
個
人
市
県
民
税
が
改
正
さ
れ
ま
す
。

※
そ
れ
ぞ
れ
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
適
用
が

開
始
さ
れ
る
年
度
が
異
な
り
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。
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【
平
成　

年
度
分
か
ら
適
用
】

１９

　

住
民
税
所
得
割
の
税
率
は
、
こ
れ
ま
で
３

段
階
（
超
過
累
進
構
造
）
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
こ
れ
を
、
所
得
の
多
い
少
な
い
に
関
わ

ら
ず
一
律　

％
（
比
例
税
率
構
造
）
に
変
え

１０

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

※
退
職
所
得
、
土
地
建
物
等
を
譲
渡
し
た
所

得
な
ど
に
係
る
市
県
民
税
の
税
率
に
つ
い

て
も
改
正
し
ま
す
。
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【
平
成　

年
分
か
ら
適
用
】

１９
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◎
右
図
は
、
税
源
移
譲
に
よ
る
負
担
変
動
を
示
す
も

の
で
す
。
こ
の
ほ
か
平
成　

年
分
所
得
税
、
平
成

１９

　

年
度
分
住
民
税
か
ら
定
率
控
除
等
が
廃
止
さ

１９れ
る
こ
と
な
ど
に
よ
る
影
響
が
あ
り
ま
す
。
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﹇
平
成　

年
度
分
以
後
の
市
県
民
税
に
適
用
﹈

１９

・
山
林
所
得
、変
動
所
得
、臨
時
所
得
に
の
み

適
用
さ
れ
る
課
税
計
算
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

・
平
成　

〜　

年
ま
で
に
入
居
し
た
方
で
、

１１

１８

今
回
の
税
源
移
譲
に
よ
っ
て
平
成　

年
以

１９

降
の
所
得
税
に
お
け
る
住
宅
借
入
金
等
特

別
控
除
に
よ
る
控
除
額
が
減
少
す
る
場
合

に
は
、
市
税
務
課
へ
の
申
請
に
よ
り
、
そ

の
分
を
翌
年
度
の
市
県
民
税
か
ら
減
額
す

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　
﹇
平
成　

年
度
分
以
後
の
市
県
民
税
に
適
用
﹈

２０
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●
市
県
民
税

　
﹇
平
成　

年
度
分
以
後
の
市
県
民
税
に
適
用
﹈

１９

現
行
制
度　

所
得
割
額
の
７
・
５
％
相
当
額

（
控
除
限
度
額
２
万
円
）�
　
廃
止

●
所
得
税　

 

﹇
平
成　

年
分
以
後
の
所
得
税
に
適
用
﹈

１９

現
行
制
度　

所
得
税
額
の　

％
相
当
額
（
控

１０

除
限
度
額　

・
５
万
円
）�
　
廃
止

１２
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（
損
害
保
険
料
控
除
か
ら
改
組
）

①
地
震
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料
等
の
金
額

の
２
分
の
１
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除

（
市
県
民
税
は
最
高
２
万
５
千
円
、
所
得

税
は
最
高
５
万
円
）

②
経
過
措
置
と
し
て
、
平
成　

年　

月　

日

１８

１２

３１

ま
で
に
締
結
し
た
長
期
損
害
保
険
契
約
等

に
係
る
保
険
料
等
に
つ
い
て
は
、
従
前
の

損
害
保
険
料
控
除
を
適
用

（
市
県
民
税
は
最
高
１
万
円
、
所
得
税
は

最
高
１
万
５
千
円
）

③
右
①
②
共
に
適
用
の
場
合
、
市
県
民
税
は

最
高
２
万
５
千
円
、所
得
税
は
最
高
５
万
円

﹇
平
成　

年
分
以
後
の
所
得
税
、

１９

平
成　

年
度
分
以
後
の
市
県
民
税
に
適
用
﹈

２０
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